
「令和６年度脱炭素分野における国際ブランディング・プロモーション等業務委託」に 

関するプロポーザルに係る提案書評価基準 

 

１ 評価事項 

別表の評価項目及び配点のもと、評価を行う。 

 

２ 評価方法 

 (1) 各評価項目について次のように評価及び配点を行う。 

ア  提案内容は全てＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階で評価を行う。 

イ 配点にＡ＝５/５、Ｂ＝４/５、Ｃ＝３/５、Ｄ＝２/５、Ｅ＝１/５を乗じて算出する。 

配点が 50点の項目：Ａ＝50点、Ｂ＝40点、Ｃ＝30点、Ｄ＝20点、Ｅ＝10点 

配点が 25点の項目：Ａ＝25点、Ｂ＝20点、Ｃ＝15点、Ｄ＝10点、Ｅ＝５点 

配点が 15点の項目：Ａ＝15点、Ｂ＝12点、Ｃ＝９点、Ｄ＝６点、Ｅ＝３点 

ウ 別表の(3)については、「ワーク・ライフ・バランスに関する取組」、「障害者雇用に関

する 取組」、「健康経営に関する取組」を、別表１の「評価」に記載した項目について

１つ満たすごとに５点を加算する。なお、本項目は、評価委員による上記ア～ウの採点

とは切り分け、プロポーザル全体で最大 30 点の加算とする。 

 (2) 受託候補者の特定は、評価委員会に出席した各評価委員の採点に、「ワーク・ライフ・

バランスに関する取組」、「障害者雇用に関する取組」、「健康経営に関する取組」による

加算を合計した点数により行う（原則として、最も高い点数となった提案者を特定）。 

 (3) 採点が同点の場合は、評価項目のうち、別表の「(2) 業務理解及び意欲・能力等」の

評価点の合計点数で再評価を行い、受託候補者を特定する。 

(4) ただし、評価委員の評価の平均点数(500点満点)が、３／５(300 点)以上を合格点と

し、満たない場合は失格とする。 



評価項目 

（配点） 
評価の着眼点 

評価点 
配

点 

A B C D E  

(1) 業務実施体制（45点） 

業 務 責 任

者 

本委託の責任者に適した

人選がされているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

15 

各 業 務 の

実施体制 

業務を確実かつ迅速に実

施できる体制や仕組みが

整っているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

15 

緊急時の 

実施体制 

やむを得ない理由により

上記の体制が取れなくな

ることも想定しているか。

その際の緊急時の実施体

制は現実的なものとなっ

ているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

15 

 

 

 

 

 

(2) 業務理解及び意欲・能力等（425点） 

基本理解 業務内容を的確に理解し

ているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

25 

意欲 本委託に対する意欲・必要

知識が備わっているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

25 

ブ ラ ン デ

ィ ン グ に

係る能力 

横浜市の脱炭素分野での

取組を十分理解している

か。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

50 

ブランディングにあたっ

ての切り口に目新しさが

あるか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

50 

ブランディング・プロモー

ションの提案内容に合理

性・説得力があるか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

50 

どのように「脱炭素先進都

市」としての国際的なプレ

ゼンス向上につなげるか

という観点を意識した内

容になっているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

50 

プ ロ モ ー

シ ョ ン に

係る能力 

提案された広報ツールは、

妥当で実現性があるもの

か。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

25 

別表 



 

提案された広報ツールの

活用場面は効果的と思わ

れるものか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

50 

提案された広報ツールが

どのような効果をもたら

すか、根拠を示しながら説

明できているか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

50 

デ ザ イ ン

に 係 る 能

力 

ブランディングの内容を

端的にビジュアル化でき

る能力があるか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

25 

品 質 管 理

に 係 る 能

力 

作業スケジュール、参考見

積もりは、実現性のあるも

のか。 

特に優れ

ている 

優れて 

いる 

十分で 

ある 

やや劣っ

ている 

劣って

いる 

25 

(3) 企業としての取組（30点） 

企 業 と し

ての取組 

ワーク・ライフ・バランス

に関する取組 

次の項目について１つ満たすごとに５点加算  

□次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主

行動計画の策定（従業員101人未満の場合のみ加算）  

□女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律に基づく一般事業主行動計画の策定（従業員101

人未満の場合のみ加算）  

□次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみ

んマーク、プラチナくるみんマーク）の取得、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律に基

づく認定（えるぼし）の取得、又は、よこはまグッ

ドバランス賞の認定  

□青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユ

ースエール認定の取得 

20 

障害者雇用に関する取組 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.3％を達成

している(従業員 43.5 人以上)、又は障害者を 1 人

以上雇用している(従業員 43.5人未満) 

５ 

健康経営に関する取組 健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人、中小

規模法人）の取得、又は、横浜健康経営認証の AAA

クラスもしくは AAクラスの認証の取得 

５ 
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